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電気通信事業法施行規則及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る 

第二種交付金及び第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令案に 

関する意見募集 
 

総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会（会長：相田 仁 東京大学 特命教授）

に対し、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規

則の一部を改正する省令案について諮問を行いました。本件も含め、令和８年４月 10 日

（金）から同年５月 14日（木）までの間、意見募集を行います。 
 

１．概要 

ユニバーサルサービス制度の在り方については、令和７年７月に総務大臣から情報通信

審議会に対し「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」につ

いて諮問をしたところであり、同審議会において令和８年３月に「最終保障提供責務の導

入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 二次答申」がとりまとめられたところです。 

本件は、当該二次答申を踏まえ、第二号基礎的電気通信役務について所要の規定を整備

するため、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号）及び第二号基礎的電気

通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則（令和７年総務省令第 16

号）の一部を改正しようとするものです。本改正案について、令和８年４月 10日（金）か

ら同年５月 14日（木）までの間、意見募集を行います。 

 

２．意見募集要領 
（１） 意見募集対象 

・電気通信事業法施行規則及び第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び

第二種負担金算定等規則の一部を改正する省令案（別紙１） 

（２）意見提出期限 

令和８年５月 14日（木）（必着）（郵送については、締切日の消印まで有効とします。） 

詳細については、別紙２の意見公募要領のとおりです。 

  

３．今後の予定 

意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会において審議いただく予定で

す。審議を踏まえ同審議会から答申をいただいた場合には、速やかに所要の総務省令の整

備を行う予定です。 

 

【連絡先】 

 総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課 

担 当：望月課長補佐、中里主査、佐々木官 

  電 話：03-5253-5817 

  E-mail：broadband2020-jimu_atmark_ml.soumu.go.jp 

（注）迷惑メール防止対策のため「@」を「_atmark_」 

と表示しています。送信の際には、「@」に置き換えてください。 


